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産学共同研究開発助成事業実施規程 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、産学共同研究開発の促進を図るため、一般財団法人四国産業・技術振興

センター（以下「本センター」という。）が実施する産学共同研究開発助成事業を適正かつ円

滑に実施するために必要な事項を定める。 

 

 （助成対象者） 

第２条 産学共同研究開発助成事業の対象者は、大学・高専および公設研究機関等（以下「大

学等」という。）の研究者と共同研究・共同開発を実施しようとする、四国内に本社または事

業所を持つ中小企業等とする。ただし、法人格を有することとし、個人事業主は除く。なお、

大学等の所在地は問わない。 

２ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団、同条第

６号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められる者ではないこと。 

 

 （助成対象） 

第３条 産学共同研究開発の助成対象は、企業が取り組み中または検討中の技術開発・製品開

発のうち、大学等と共同で行う研究開発事業とする。 

２ なお、助成対象の研究開発は、同一または類似テーマで、過去に本事業で採択されてない

こと、当該年度に本センター及び他の機関の事業で採択されてないことを条件とする。 

 

 （助成事業の期間） 

第４条 助成事業の期間は、当年９月１日から翌年８月３１日とする。 

 

 （助成対象経費および限度額） 

第５条 助成事業の対象となる経費は、共同研究費および自主研究費の全部または一部で、研

究開発の実施に直接必要な経費であって別表に掲げるものとする。 

２ 前項に係る助成金は、１件につき５０万円程度を限度とする。 

 

 （交付申請） 

第６条 助成金を受けて事業を実施しようとする者は、産学共同研究開発助成事業提案書（様

式１）を本センターの理事長（以下「理事長」という。）が定める日までに提出しなければな

らない。 

 

 （交付決定） 

第７条 理事長は、前条の規定による提案書について、審査委員会において、別途定める審査

要領に基づき審査を行い、助成金の交付先と金額を決定し、産学共同研究開発助成事業を行

うこととなった者（以下「事業者」という。）に速やかに通知する。なお、必要に応じて審査

委員会においてヒアリングを行う。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第８条 事業者は、別紙暴力団排除に関する誓約事項についての内容を確認し、提出しなけれ

ばならない。 
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 （事業の遂行） 

第９条 事業者は、交付決定の内容に従い、研究開発を実施しなければならない。 

２ 事業者は、大学等と協議のうえ共同研究契約（受託研究契約）等を当年１２月までに締結

しなければならない。 

３ 事業者は、実施内容の変更等がある場合、事前に理事長に書面で届けなければならない。 

４ 本センターは、研究開発目標を達成するため、事業者に対しヒアリングを行うとともに、

必要に応じてコーディネートを行う。 

 

 （実績報告） 

第１０条 事業者は、事業を完了したときまたは助成金の交付決定に係る事業期間が終了した

ときは、完了日から１０日以内に実績報告書（様式２）を理事長に提出しなければならない。 

 

 （助成金の額の確定および交付） 

第１１条 理事長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書および必要な証

拠書類を審査し、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定

するものとする。 

２ 事業者は、確定した助成金の額を請求するため、交付金請求書（様式３）を理事長に提出

しなければならない。 

３ 理事長は、助成金の額を確定し、事業者から交付金請求書を受領したときは、速やかに事

業者に対し助成金を交付するものとする。 

 

 （概算払い） 

第１２条 理事長は、助成金の交付の目的を達成するために、大学等との共同研究契約等締結

時や年度末等必要があると認めるときは、助成金を概算払いにより交付することができる。 

２ 事業者は、概算払いにより助成金を請求するときは、交付金概算払請求書（様式４）を理

事長に提出しなければならない。ただし、概算払い請求は１回を限度とする。 

 

（交付決定の取消し） 

第１３条 理事長は、事業者がこの規程または交付決定の内容に違反したときは、交付決定の

全部または一部を取り消すことができる。 

 

 （返還） 

第１４条 理事長は、助成金の交付後に交付決定を取り消す場合は、交付した助成金の全部ま

たは一部の返還を命ずることができる。 

 

（協力事項） 

第１５条 事業者が事業完了後５年以内に、本事業の成果に基づき管理機関が必要な国の補助

金等へ応募する際や、本センターが実施する販路開拓活動等において、協力するものとする。 

 

 （調査等の協力） 

第１６条 事業者は本センターの助成事業に関する調査等について協力する。 

２ 本条の規程については、助成事業終了後もその効力を有する。 
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 （その他） 

第１７条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

 

 附 則 

１ この規程は、平成１６年４月１日から実施する。 

２ 改定 平成１９年４月 ９日 

３ 改定 平成２０年５月１２日 

４ 改定 平成２３年４月２８日 

５ 改定 平成２４年５月１０日 

６ 改定 平成２６年５月２３日 

７ 改定 平成２７年５月 ７日 

８ 改定 令和４年４月１４日 

９ 改定 令和４年５月１９日 

１０改定 令和７年５月１９日 
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別 表  
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                                   別 紙 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社は、助成金の交付を受けるに当たって、また、本助成事業の実施期間内及び完了後にお

いては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこ

の誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てませ

ん。 

 

記 

 

(１) 法人等（法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）で

あるとき又は法人等の役員等（法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事

等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

(２) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

(３) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

(４) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき

関係を有しているとき 

 

 

 

  令和 年  月  日 

 

(住 所)  

(企業名)  

(代表者 氏名)               印 

 


